	パブリックコメント（市民意見公募）の実施について
藤沢市産業振興計画（素案）



「藤沢市産業振興計画」は、産業振興を図るための工業・商業・新産業分野を中心とする計画として策定しているものです。
この度、令和７年度をもって計画期間が満了することから、「藤沢市市政運営の総合指針２０２８」の基本目標や施策の方向性などを踏まえた上で、社会経済情勢や市内産業の変化等に応じた必要な見直しを行い、令和８年度から令和１１年度までの４年間を新たな計画期間とする改定案を策定したので、今後の計画策定に向けて皆様からのご意見等を募集いたします。

意見等を募集する件名
藤沢市産業振興計画（素案）
意見等の募集期間
２０２５年（令和７年）１２月１７日（水）から
２０２６年（令和８年）　１月１６日（金）まで〈必着〉
意見等を提出できる方
市内に在住・在勤・在学の方、市内に事業所を有する方及びその他利害関係者
意見等の提出方法
この用紙の裏面又は任意の用紙に裏面と同様の項目をご記入の上、産業労働課へ郵送、ファックス又は窓口までお持ちください。市のホームページの「パブリックコメント」からも意見等の提出ができます。
窓口にお持ちいただく場合は、月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時まで受付しております。（１２月２７日～１月４日を除く）
なお、意見等は電話では受付できませんのでご了承ください。ご提出いただいた原稿等は返却しません。
意見等に対する考え方の公表
　ご提出いただいた意見等は類型化し、市の考え方を付して公表します。個別には回答しません。また、ご提出いただいた意見等は、個人情報を除き、公開する可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
問い合わせ・意見等の提出先
　藤沢市役所　経済部　産業労働課
　〒２５１－８６０１　藤沢市朝日町１番地の１
　電話　０４６６－５０－３５３０（直通）
　FAX　０４６６－５０－８４１９


「藤沢市産業振興計画（素案）」に関する
パブリックコメント（市民意見公募）意見書

	氏　名（必須）
	

	住　所（必須）
	

	区　分（必須）
（あてはまるものに〇をつけてください）
	１　藤沢市内に住んでいる
２　藤沢市内の事務所・事業所に勤務している
３　藤沢市内の学校に在学している
４　藤沢市内に事務所・事業所を持っている
５　藤沢市産業振興計画に利害関係がある

	【意見内容】

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



